
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業を欠席する（した）ときの手続きの流れ 

「公認欠席」とは、特別な事由により授業を欠席するとき、所定の手続きを行い承認を受けた場

合、授業を出席したこととみなすことをいいます。 

ただし、公認欠席は提出書類の不備や期限を過ぎて申請した場合、教員の判断などで認めら
れない場合があります。また、資格取得のため法律で定められた指定時間・指定単位を満たす必
要がある場合、公認欠席日数によっては適用されません。 

注意！ 

 

 

 

・ コロナワクチン接種後に副反応が出た場合のみ認められます。 

・ ワクチン接種当日の公認欠席は認められません（欠席届提出）。 

・ 接種場所は大学拠点接種・自治体等どこでも可です。 

授業を欠席する理由は「新型コロナウイルス 

ワクチン接種後の副反応」ですか？ 

欠席届または公認欠席事由に該当

する場合は公認欠席願を提出する。 

（別途「授業を欠席するときの手続き

の流れ」参照） 

 

UNIVERSAL PASSPORT 「各種資料ダウンロード」から公認欠席願（様式１）をプリントアウトして必要事項を記入のうえ、下記

の書類を添付して担当事務局（保健室）へ提出する。 

※ 提出期限は下記「公認欠席期間・公認欠席願提出先等一覧」を確認してください。 

 【添付書類】 

・ UNIVERSAL PASSPORT上の時間割表を印刷して、公認欠席該当全科目に蛍光マーカーまたは朱書きなどで指定する 

「（特例様式）公認欠席願」提出① 

 

はい 

 

～新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応～ 

いいえ 

 

リエゾンゼミ担当教員に提出して承認印を受ける。 

公認欠席願の提出 ② 

リエゾンゼミ担当教員承認後、授業担当教員提出分を印刷する。 

各授業担当教員に提出する。 

公認欠席願の提出 ③ 

 


